
ポイント制度の税務
～法人税、消費税の取扱いを中心に～

Ⅰ

は
じ
め
に

「
ポ
イ
ン
ト
制
度
」
あ
る
い

は
「
ポ
イ
ン
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
」

と
は
、
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
る
小
売
等
事
業
者
等
が
、

消
費
者
の
支
払
っ
た
対
価
等
に

応
じ
て
「
ポ
イ
ン
ト
」
を
付
与

し
、
ま
た
、
消
費
者
が
当
該
ポ

イ
ン
ト
を
利
用
す
る
仕
組
み
で

あ
る
。

ポ
イ
ン
ト
の
市
場
規
模
が
拡

大
す
る
中
で
、
ポ
イ
ン
ト
の
発

行
側
の
会
計
処
理
に
関
し
て
、

収
益
認
識
会
計
基
準
の
適
用
が

開
始
さ
れ
、
同
基
準
に
則
っ
た

会
計
処
理
が
行
わ
れ
る
。

ま
た
、
収
益
認
識
会
計
基
準

の
適
用
開
始
を
受
け
て
、
法
人

税
法
及
び
法
人
税
基
本
通
達
の

改
正
並
び
に
消
費
税
の
取
扱
い

が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

本
稿
は
、
ポ
イ
ン
ト
制
度
に

お
け
る
発
行
側
の
法
人
税
及
び

消
費
税
の
取
扱
い
に
つ
い
て
検

討
す
る
も
の
で
あ
る
。

Ⅱ

自
社
発
行
ポ
イ
ン
ト
の
税
務

1

自
社
発
行
ポ
イ
ン
ト
の
法

人
税
の
取
扱
い

顧
客
と
の
契
約
か
ら
生
じ
る

収
益
に
関
す
る
包
括
的
な
会
計

基
準
と
し
て
収
益
認
識
会
計
基

準
が
導
入
さ
れ
、「
履
行
義

務
」
と
い
う
新
た
な
概
念
を
ベ

ー
ス
と
し
て
収
益
の
計
上
単
位

及
び
計
上
時
期
並
び
に
計
上
額

を
認
識
す
る
会
計
処
理
が
行
わ

れ
る
。

こ
れ
を
踏
ま
え
平
成
30
年
度

税
制
改
正
に
お
い
て
、
法
人
税

法
で
は
新
た
に
資
産
の
販
売
等

に
係
る
収
益
の
計
上
時
期
及
び

計
上
額
を
明
確
化
す
る
規
定
が

設
け
ら
れ
た
（
法
法
22
の
2
）。

⑴

自
社
発
行
ポ
イ
ン
ト
等
を

付
与
し
た
場
合
の
収
益
の
計

上
の
単
位
（
法
基
通
2
―
1

―
1
の
7
）

資
産
の
販
売
等
に
伴
い
、
顧

客
に
自
己
発
行
ポ
イ
ン
ト
等
を

付
与
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次

に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当

す
る
と
き
は
、
継
続
要
件
を
条

件
に
、
そ
の
自
己
発
行
ポ
イ
ン

ト
等
に
つ
い
て
当
初
の
資
産
の

販
売
等
と
は
別
の
取
引
に
係
る

収
入
の
一
部
又
は
全
部
の
前
受

け
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

①

そ
の
付
与
し
た
自
己
発

行
ポ
イ
ン
ト
等
が
当
初
資

産
の
販
売
等
の
契
約
を
締

結
し
な
け
れ
ば
相
手
方
が

受
け
取
れ
な
い
重
要
な
権

利
を
与
え
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

②

そ
の
付
与
し
た
自
己
発

行
ポ
イ
ン
ト
等
が
発
行
年

度
ご
と
に
区
分
し
て
管
理

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

③

法
人
が
そ
の
付
与
し
た

自
己
発
行
ポ
イ
ン
ト
等
に

関
す
る
権
利
に
つ
き
そ
の

有
効
期
限
を
経
過
し
た
こ

と
、
規
約
そ
の
他
の
契
約

で
定
め
る
違
反
事
項
に
相

手
方
が
抵
触
し
た
こ
と
そ

の
他
の
当
該
法
人
の
責
に

帰
さ
な
い
や
む
を
得
な
い

事
情
が
あ
る
こ
と
以
外
の

理
由
に
よ
り
一
方
的
に
失

わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い

こ
と
が
規
約
そ
の
他
の
契

約
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
こ
と
。

④

次
の
い
ず
れ
か
の
要
件

を
満
た
す
こ
と
。

イ

そ
の
付
与
し
た
自
己
発

行
ポ
イ
ン
ト
等
の
呈
示
が

あ
っ
た
場
合
に
値
引
き
等

を
す
る
金
額
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
将

来
の
資
産
の
販
売
等
に
際

し
て
、
た
と
え
1
ポ
イ
ン

ト
又
は
1
枚
の
ク
ー
ポ
ン

の
呈
示
が
あ
っ
て
も
値
引

き
等
を
す
る
こ
と
。

ロ

そ
の
付
与
し
た
自
己
発

行
ポ
イ
ン
ト
等
が
当
該
法

人
以
外
の
者
が
運
営
す
る

ポ
イ
ン
ト
等
又
は
自
ら
運

営
す
る
他
の
自
己
発
行
ポ

イ
ン
ト
等
で
、
イ
に
該
当

す
る
も
の
と
所
定
の
交
換

比
率
に
よ
り
交
換
で
き
る

こ
と
。

⑵

自
社
発
行
ポ
イ
ン
ト
等
の

付
与
に
係
る
収
益
の
帰
属
の

時
期
（
法
基
通
2
―
1
―
39

の
3
）

前
受
け
と
し
た
額
は
、
将
来

の
資
産
の
販
売
等
に
際
し
て
値

引
き
等
を
す
る
に
応
じ
て
、
そ

の
失
効
を
す
る
と
見
積
も
ら
れ

る
自
己
発
行
ポ
イ
ン
ト
等
も
勘

案
し
て
、
そ
の
値
引
き
等
を
す

る
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
益

金
の
額
に
算
入
す
る
。

そ
の
自
己
発
行
ポ
イ
ン
ト
等

の
付
与
の
日
か
ら
10
年
が
経
過

し
た
日
（
同
日
前
に
次
に
掲
げ

る
事
実
が
生
じ
た
場
合
に
は
、

当
該
事
実
が
生
じ
た
日
）
の
属

す
る
事
業
年
度
終
了
の
時
に
お

い
て
行
使
さ
れ
ず
に
未
計
上
と

な
っ
て
い
る
自
己
発
行
ポ
イ
ン

ト
等
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

自
己
発
行
ポ
イ
ン
ト
等
に
係
る

前
受
け
の
額
を
当
該
事
業
年
度

の
益
金
の
額
に
算
入
す
る
。

①

法
人
が
付
与
し
た
自
己

発
行
ポ
イ
ン
ト
等
を
そ
の
付
与

に
係
る
事
業
年
度
ご
と
に
区
分

し
て
管
理
し
な
い
こ
と
又
は
管

理
し
な
く
な
っ
た
こ
と
。

②

そ
の
自
己
発
行
ポ
イ
ン

ト
等
の
有
効
期
限
が
到
来
す
る

こ
と
。

③

法
人
が
継
続
し
て
収
益

計
上
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る

基
準
に
達
し
た
こ
と
。

2

自
社
発
行
ポ
イ
ン
ト
の
消

費
税
の
取
扱
い

⑴

ポ
イ
ン
ト
付
与
時

消
費
税
に
お
い
て
は
、
収
益

認
識
会
計
基
準
や
法
人
税
の
取

扱
い
の
よ
う
に
、
商
品
の
販
売

時
に
、
商
品
の
販
売
代
金
を
販

売
対
価
相
当
額
と
ポ
イ
ン
ト
相

当
額
に
区
分
す
る
取
扱
い
は
な

い
の
で
、
消
費
税
の
課
税
標
準

は
、
商
品
の
販
売
時
に
実
際
に

対
価
と
し
て
収
受
し
た
金
額
を

課
税
標
準
と
す
る
こ
と
と
な

る
。

⑵

ポ
イ
ン
ト
使
用
時

ポ
イ
ン
ト
の
使
用
時
に
は
、

売
上
値
引
き
と
捉
え
、
売
上
に

係
る
対
価
の
返
還
等
と
し
て
取

り
扱
う
こ
と
と
な
る
。
こ
の
場

合
、
売
上
に
係
る
対
価
の
返
還

と
課
税
売
上
と
が
両
建
て
処
理

に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

3

自
社
発
行
ポ
イ
ン
ト
の
具

体
例

〔
設
例
〕

家
電
量
販
店
を
展
開
す
る
Ａ

社
は
ポ
イ
ン
ト
制
度
を
運
営
し

て
い
る
。
Ａ
社
は
、
顧
客
の
1

0
0
円
（
税
込
）
の
購
入
に
つ

き
10
ポ
イ
ン
ト
を
付
与
す
る

（
た
だ
し
、
ポ
イ
ン
ト
使
用
部

分
に
つ
い
て
は
ポ
イ
ン
ト
は
付

与
さ
れ
な
い
。）。
顧
客
は
、
1

ポ
イ
ン
ト
を
当
該
家
電
量
販
店

グ
ル
ー
プ
の
1
円
の

商
品
と
交
換
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
Ｘ
1

年
度
に
Ａ
社
は
顧
客

に
1
万
1
0
0
0
円

（
税
込
）
の
商
品
を

販
売
し
、
1
1
0
0

ポ
イ
ン
ト
を
付
与
し

た
（
消
化
率
1
0
0

％
と
仮
定
）。
Ａ
社

は
当
該
ポ
イ
ン
ト
を

顧
客
に
付
与
す
る
重

要
な
権
利
と
認
識
し

て
い
る
。

な
お
、
消
費
税
率

10
％
と
す
る
。

Ⅲ

他
社
（
共
通
）
発
行
ポ
イ
ン
ト
の
税
務

1

他
社
発
行
ポ
イ
ン
ト
の
付

与
に
係
る
法
人
税
の
取
扱
い

法
人
税
で
は
他
者
発
行
ポ
イ

ン
ト
の
付
与
に
つ
い
て
の
定
め

は
な
い
。

他
社
発
行
ポ
イ
ン
ト
を
顧
客

に
付
与
し
た
場
合
に
は
、
そ
の

ポ
イ
ン
ト
相
当
額
は
、
そ
の
運

営
・
発
行
会
社
で
あ
る
他
社
に

対
し
て
支
払
義
務
を
負
う
こ
と

と
な
る
。
支
払
っ
た
ポ
イ
ン
ト

相
当
額
は
、
顧
客
の
ポ
イ
ン
ト

利
用
の
有
無
に
拘
わ
ら
ず
返
還

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
そ
の
付
与
時
に
運
営
・

発
行
主
体
で
他
社
に
支
払
う
ポ

イ
ン
ト
相
当
額
は
、
確
定
債
務

と
し
て
、
損
金
算
入
す
る
こ
と

が
認
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ

る
。

2

他
社
発
行
ポ
イ
ン
ト
の
付

与
に
係
る
消
費
税
の
取
扱
い

消
費
税
で
は
、
他
社
発
行
ポ

イ
ン
ト
を
付
与
し
た
場
合
の
取

扱
い
は
定
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、

ポ
イ
ン
ト
付
与
に
係
る
消
費
税

の
取
扱
い
は
明
確
に
な
っ
て
い

な
い
。

自
社
の
商
品
を
販
売
す
る
に

あ
た
っ
て
他
社
に
発
行
ポ
イ
ン

ト
を
付
与
し
た
場
合
で
あ
っ
て

も
、
そ
の
対
価
を
区
分
す
る
よ

う
な
考
え
方
は
な
く
、
対
価
の

全
額
が
課
税
標
準
に
な
る
と
考

え
ら
れ
る
。

一
方
、
他
社
に
対
す
る
他
社

発
行
ポ
イ
ン
ト
相
当
額
の
支
払

い
は
、「
第
三
者
の
た
め
に
回

収
す
る
額
」
と
し
て
代
理
回
収

し
て
い
る
と
考
え
る
場
合
に

は
、
消
費
税
は
不
課
税
取
引
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
令
和
2
年
1
月
、
国

税
庁
よ
り
「
共
通
ポ
イ
ン
ト
制

度
を
利
用
す
る
事
業
者
（
加
盟

店
Ａ
）
及
び
ポ
イ
ン
ト
会
員
の

一
般
的
な
処
理
例
」
が
国
税
庁

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
公
表
さ
れ

た
が
、
そ
の
趣
旨
や
結
論
に
至

っ
た
理
由
等
は
明
ら
か
で
は
な

い
。

3

他
社
発
行
ポ
イ
ン
ト
の
具

体
例

〔
設
例
〕

・

Ｂ
社
が
運
営
す
る
共
通
ポ

イ
ン
ト
制
度
は
、
会
員
が

加
盟
店
で
1
0
0
円
（
税

込
）
の
商
品
を
購
入
す
る

ご
と
に
1
ポ
イ
ン
ト
が
付

与
。
加
盟
店
は
ポ
イ
ン
ト

付
与
分
の
金
銭
を
Ｂ
社
に

支
払
う
。

・

1
ポ
イ
ン
ト
は
1
円
相
当

で
、
加
盟
店
の
商
品
の
購

入
に
使
用
で
き
る
。
ポ
イ

ン
ト
使
用
分
に
は
ポ
イ
ン

ト
が
付
与
さ
れ
な
い
。
加

盟
店
は
ポ
イ
ン
ト
使
用
分

の
金
銭
を
Ｂ
社
か
ら
受
領

す
る
。

・

設
例
の
取
引
に
お
け
る
消

費
税
率
は
10
％
と
す
る
。

Ⅳ

お
わ
り
に

ポ
イ
ン
ト
制
度
に
係
る
法
人

税
の
取
扱
い
は
、
収
益
認
識
会

計
基
準
と
法
人
税
法
は
概
ね
同

様
の
取
扱
い
と
な
っ
て
い
る

が
、
消
費
税
の
取
扱
い
は
、
法

令
改
正
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、

会
計
処
理
及
び
法
人
税
の
取
扱

い
と
乖
離
が
生
じ
て
い
る
。

ま
た
、
他
社
（
共
通
）
ポ
イ

ン
ト
に
関
す
る
取
扱
い
に
つ
い

て
は
、
法
令
の
定
め
や
通
達
の

取
扱
い
が
示
さ
れ
て
い
な
い
た

め
、
法
人
税
、
消
費
税
と
も
に

明
確
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
と

考
え
ら
れ
る
。

ポ
イ
ン
ト
制
度
の
会
計
処
理

に
関
し
て
、
中
小
企
業
は
収
益

認
識
会
計
基
準
の
適
用
は
任
意

で
あ
り
、
引
き
続
き
企
業
会
計

原
則
に
基
づ
く
実
現
主
義
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
。

自社発行ポイントの取扱い （単位：円）

会計処理（収益認識会計基準）

法人税の取扱い 消費税の取扱い

商
品
の

販
売
時

現金11，000 売上 ※1 9，091
契約負債 ※1 909
仮受消費税 1，000

課税売上の対価 10，000
課税売上に係る消費税 1，000

ポ
イ
ン
ト

使
用
時

契約負債 909 売上 909 課税売上の対価 1，000
課税売上に係る消費税 100
対価の返還等（ポイント分） △1，000
対価の返還等に係る消費税 △100
差引消費税額 0

※1 取引価格10，000円について、商品の独立販売価格10，000円、ポイントの独立
販売価格1，000円の比率で売上と契約負債に按分している。
商品（売上）： 10，000×10，000÷（10，000＋1，000）＝ 9，091
ポイント ： 10，000×1，000÷（10，000＋1，000）＝ 909

他社発行ポイント・売手（加盟店Ａ）の取扱い （単位：円）

会計・収益認識会計基準

法人税の取扱い 消費税の取扱い

ポ
イ
ン
ト

付
与
時

（11，000円（税込）の商品を販売、Ｂ
社から会員に110ポイント付与）
現金 11，000 売上 9，900

未払金 110
仮受消費税 1，000

課税売上の対価 10，000
課税売上に係る消費税 1，000
ポイント（不課税）（注） 100

Ｂ
社
へ
の

支
払
時

（会員に付与された110ポイント相当
額をＢ社へ支払）
未払金 110 現金等 110

－

ポ
イ
ン
ト

使
用
時

（110円（税込）の商品を販売、会員
が110ポイント使用して決済）
未収金 110 売上 100

仮受消費税 10
課税売上の対価 100
課税売上に係る消費税 10

Ｂ
社
か
ら

受
領
時

（会員が使用した110ポイント相当額
をＢ社から受領）
現金等 110 未収金 110

－

（注）加盟店（Ａ）とポイント制度の運営企業（Ｂ社）との取引については、対価性がな
いこと（消費税不課税）を前提とした処理としている。
国税庁 「共通ポイント制度を利用する事業者（加盟店Ａ）及びポイント会員の一般的な
処理例」を一部加工

北川 裕之〔麹町〕

日
本
税
務
会
計
学
会

令
和
5
年
10
月
月
次
研
究
会
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